
債権管理事務の概要

裁判部における事務 会計課における事務

【訴訟救助による債権発生】
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※1立替費用が少額で,強制執行の費用に満たない場合(Q2－1の※2参照) ，取立
決定をする必要はありません。

※2支払決定又は取立決定がなされたときは,直ちに(決定告知前でも)，債権発生通
知書に決定正本を添付して債権発牛涌知をする義務があります。

【迅速処理による債権発生】

法令等の略称

･債権法･･国の債権の管理等に関する法律

･債権令…国の債権の管理等に関する法律施行令

･規則･ ･ ･債権管理事務取扱規則
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